
財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）
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1回目 Ｂ
既存の病児・
病後児保育事
業において対
応可能。

既存の病児・病後児保育事業において対応可能。

病児・病後児保育事業実施要綱（抜粋）
「病児の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師を利用
児童おおむね10人につき１名以上配置するとともに、病児が安心して過
ごせる環境を整えるために、保育士を利用児童おおむね３人につき１名
以上配置すること。」
と記載していることから、病児・病後児の利用がない場合に看護師等が
他業務を行うことは可能。

ａ 本県の要望内容が、現行の制度の中で対応可能であると認められるため

厚生労働省から指定自治体の財政支援要望については、
既存の「病児・病後児保育事業実施要綱」による対応が可
能との見解が示されており、指定自治体の要望は実現可
能となるため協議終了。

Ⅰ

2回目

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

205 地域 10
とやま地域
共生型福祉
推進特区

病児・病後児保育
拡充事業

兼務の看護師等の配置による病児・病後児保
育事業の実施

保育所及び
保育所以外
の施設を併
せて経営す
る社会福祉
法人

厚生労働省
保育対策等
促進事業費
補助金

拡充

病児・病後児保育事業の実施を兼務
の看護師等にも拡大し、この場合に
も補助の対象とするよう、保育対策
等促進事業の病児・病後児保育事
業実施要件を緩和するとともに、加
算分のみ補助金を交付できるよう、
補助金交付要綱に位置付ける。

厚生労働省
雇用均等・児
童家庭局
保育課

病児・病後児
保育事業
（地域の病児・
病後児につい
て、病院・保育
所等に付設さ
れた専用ス
ペース等にお
いて看護師等
が一時的に保
育する事業）
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